
令和６年度第３回県北地域医療構想調整会議／病院及び有床診療所会議（合同会議） 
次  第 

 

                   日時：令和７(2025)年２月２６日(水) 

    午後５時００分～６時３０分 

                   場所：那須庁舎５階 501・502 会議室 

 

１ 開 会 
 
２ あいさつ 
 
３ 議 題 
（１）地域医療構想の進め方について 

（１）-1 地域医療構想の進め方について             【資料１】 

（１）-2 救急医療について                   【資料２】 

（１）-3 高齢者の医療（在宅医療を含む）について        【資料３】 

（２）外来医療機能の明確化・連携について              【資料４】 

（３）かかりつけ医機能報告について                 【資料５】 

（４）その他                          【参考資料１】 

                                【参考資料２】 

 
４ 閉 会 
 



1 那須郡市医師会 塚原　純雄 会　長 会場出席 ○ ○

2 塩谷郡市医師会 阿久津　博美 会　長 WEB出席 ○

3 南那須医師会 佐藤　充 会　長 WEB出席 ○

4 那須歯科医師会 髙根沢　英二 会　長 会場出席 ○

5 大田原薬剤師会 寺戸　靖 会　長 WEB出席 ○

6 栃木県看護協会県北地区支部 井上　文子 支部長 WEB出席 ○

7 栃木県老人福祉施設協議会 宮内　哲也 理　事 欠席 ○

8 介護老人保健施設マロニエ苑 浦野　友彦 施設長 WEB出席 ○

9 とちぎケアマネジャー協会 佐藤　恵美子 理　事 WEB出席 ○

10 那須塩原市地域婦人会連絡協議会 目黒　ケイ子 会　長 会場出席 ○

11 全国健康保険協会栃木支部 坪川　洋 業務部長 WEB出席 ○

12 那須市町村会（那須地区広域行政事務組合） 小泉　聖一 事務局長 会場出席 ○

13 塩谷市町村長会（塩谷広域行政事務組合） 菊地　滋徳 事務局長 WEB出席 ○

14 那須烏山市 岡　　誠 健康福祉課長 WEB出席 ○

15 国際医療福祉大学 新井田　孝裕 副学長 WEB出席 ○

16 那須赤十字病院 井上　晃男 病院長 WEB出席 ○ ○

17 室井病院 室井　秀太 病院長 欠席 ○ ○

18 国際医療福祉大学塩谷病院 佐藤　敦久 病院長 欠席 ○ ○

19 菅間記念病院 菅間　博 理事長 会場出席 ○ ○

20 国際医療福祉大学病院 鈴木　裕 病院長 会場出席 ○ ○

21 栃木県医師会塩原温泉病院 森山　俊男 病院長 会場出席 ○ ○

22 黒須病院 手塚　幹雄 病院長 WEB出席 ○ ○

23 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 宮澤　保春 病院長 WEB出席 ○ ○

24 那須中央病院 臼井　健夫 病院長 WEB出席 ○

25 なす療育園 下泉　秀夫 病院長 欠席 ○

26 矢板南病院 塚本　俊彦 病院長 WEB出席 ○

27 黒磯病院 小林　進 病院長 WEB出席 ○

28 那須北病院 橋本　雅章 病院長 WEB出席 ○

29 福島整形外科病院 福嶋　稔 病院長 WEB出席 ○

30 菅又病院 布施　大輔 病院長 WEB出席 ○

31 高根沢中央病院 青木　洋 病院長 欠席 ○

32 高野病院 髙野　和彦 病院長 欠席 ○

33 井上眼科医院 井上　直紀 院　長 欠席 ○

34 医療法人広志会斉藤内科医院 齊藤　大幹 院　長 欠席 ○

35 だいなリハビリクリニック 近藤　健 院　長 会場出席 ○

36 なすのがはらクリニック 飯野　晃 院　長 WEB出席 ○

37 原眼科医院 原　裕 院　長 WEB出席 ○

38 藤田医院 藤田　茂信 院　長 欠席 ○

39 尾形クリニック 尾形　享一 院　長 欠席 ○

40 きうち産婦人科医院 山田　哲夫 院　長 欠席 ○

41 村井胃腸科外科クリニック 村井　成之 院　長 欠席 ○

42 伊野田眼科クリニック 清水　由花 院　長 欠席 ○

43 さくら産院 泉　彰夫 院　長 WEB出席 ○

44 たかはし眼科 髙橋　雄二 院　長 欠席 ○

45 見川医院 見川　泰岳 院　長 欠席 ○

令和６(2024)年度 第３回 県北地域医療構想調整会議/
病院及び有床診療所会議 合同会議　出席者名簿

参考:該当委員等

地域医療
構想

調整会議

出席状況No 医療機関名 病院長・管理者 役　職　名
病診会議



藤田
主事

那須郡市町村会

小泉委員 ○

○
長南
主査

○○○

医療政策課

早川主幹

県北健康福祉
センター

渡辺所長

○

那須塩原市地域婦人会
連絡協議会

目黒委員
○

だいな
リハビリクリニック

近藤委員

○

竹内
主査

大平
次長

星野
総括

高木
医師

室井
副主幹

長島
総括

（司会）

○○○

○

○

○

○

令和６(2024)年度第３回県北地域医療構想調整会議／病院及び有床診療所会議（合同会議）

席　次　表

那須郡市医師会

塚原議長
○

（

出
入
口
）那須歯科医師会

髙根沢委員
菅間記念病院

菅間委員

受付

傍
聴
席

国際医療福祉大学病院

鈴木委員

栃木県医師会
塩原温泉病院

森山委員

○

事務局

○

令和７（2025）年２月２６日（水）

午後５時から

那須庁舎 ５０１会議室



1 那須郡市医師会 塚原　純雄 会　長 ○ ○

2 塩谷郡市医師会 阿久津　博美 会　長 ○

3 南那須医師会 佐藤　充 会　長 ○

4 那須歯科医師会 髙根沢　英二 会　長 ○

5 大田原薬剤師会 寺戸　靖 会　長 ○

6 栃木県看護協会県北地区支部 井上　文子 支部長 ○

7 栃木県老人福祉施設協議会 宮内　哲也 理　事 ○

8 介護老人保健施設マロニエ苑 浦野　友彦 施設長 ○

9 とちぎケアマネジャー協会 佐藤　恵美子 理　事 ○

10 那須塩原市地域婦人会連絡協議会 目黒　ケイ子 会　長 ○

11 全国健康保険協会栃木支部 坪川　洋 業務部長 ○

12 那須市町村会（那須地区広域行政事務組合） 小泉　聖一 事務局長 ○

13 塩谷市町村長会（塩谷広域行政事務組合） 菊地　滋徳 事務局長 ○

14 那須烏山市 岡　　誠 健康福祉課長 ○

15 国際医療福祉大学 新井田　孝裕 副学長 ○

16 那須赤十字病院 井上　晃男 病院長 ○ ○

17 室井病院 室井　秀太 病院長 ○ ○

18 国際医療福祉大学塩谷病院 佐藤　敦久 病院長 ○ ○

19 菅間記念病院 菅間　博 理事長 ○ ○

20 国際医療福祉大学病院 鈴木　裕 病院長 ○ ○

21 栃木県医師会塩原温泉病院 森山　俊男 病院長 ○ ○

22 黒須病院 手塚　幹雄 病院長 ○ ○

23 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院 宮澤　保春 病院長 ○ ○

24 那須中央病院 臼井　健夫 病院長 ○

25 なす療育園 下泉　秀夫 病院長 ○

26 矢板南病院 塚本　俊彦 病院長 ○

27 黒磯病院 小林　進 病院長 ○

28 那須北病院 橋本　雅章 病院長 ○

29 福島整形外科病院 福嶋　稔 病院長 ○

30 菅又病院 布施　大輔 病院長 ○

31 高根沢中央病院 青木　洋 病院長 ○

32 高野病院 髙野　和彦 病院長 ○

33 井上眼科医院 井上　直紀 院　長 ○

34 医療法人広志会斉藤内科医院 齊藤　大幹 院　長 ○

35 だいなリハビリクリニック 近藤　健 院　長 ○

36 なすのがはらクリニック 飯野　晃 院　長 ○

37 原眼科医院 原　裕 院　長 ○

38 藤田医院 藤田　茂信 院　長 ○

39 尾形クリニック 尾形　享一 院　長 ○

40 きうち産婦人科医院 山田　哲夫 院　長 ○

41 村井胃腸科外科クリニック 村井　成之 院　長 ○

42 伊野田眼科クリニック 清水　由花 院　長 ○

43 さくら産院 泉　彰夫 院　長 ○

44 たかはし眼科 髙橋　雄二 院　長 ○

45 見川医院 見川　泰岳 院　長 ○

令和6(2024)年度 第3回 県北地域医療構想調整会議/
病院及び有床診療所会議 合同会議　委員構成員名簿

参考:該当委員等

地域医療
構想

調整会議

No 医療機関名 病院長・管理者 役　職　名
病診会議



県 北 地 域 医 療 構 想 調 整 会 議 設 置 要 綱 
 
 （設 置） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、県北地域の医療提供

体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた協議等を行うため、「県北地域医療構

想調整会議」（以下「調整会議」という。）を設置する。 
 
 （協議事項） 
第２条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 
 （組 織） 
第３条 調整会議は、委員２５名以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者の中から県北健康福祉センター所長が委嘱する。 
 (1) 地域の医療関係団体等の代表 
 (2) 地域の介護福祉関係団体等の代表 
 (3) 学識経験者 
 (4) その他地域の関係機関・団体の代表 
 

（任 期） 
第４条 委員の任期は３年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 
２ 委員は再任することができる。 
 

 （議 長） 
第５条 調整会議に議長を置く。 
２ 議長は、委員の互選により選出し、調整会議の進行にあたる。 

 
 （会 議） 
第６条 調整会議の会議は、県北健康福祉センター所長が招集する。 
 
 （部 会） 

第７条 議長は、必要に応じて部会を設置することができる。 
 

 （事務局） 
第８条 調整会議の事務局は、県北健康福祉センターに置く。 
 
 （その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、県北健康福祉センター

所長が別に定める。 
  

  附 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

 

  附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 



資料１
令和６年度 第３回 県北地域医療構想調整会議

令和7（2025）年 2月26日（水）

地域医療構想の進め方について

令和７（2025）年 2月２6日

栃木県 医療政策課 ・ 県北健康福祉センター

1



※令和6年度第1回県北地域医療構想調整会議 (R06.06.19) で提示
2



本県における主な取組事項

○ 県地域医療構想調整会議の見直し及び議長連絡会の設置

○ 各構想区域の地域医療構想調整会議における議論の活性化に向けた見直し

○ 推進区域（またはモデル推進区域）の設定

○ 病床機能報告上の病床数と地域医療構想における将来の必要病床数の差異の検証
→ 定量基準やDPCデータによる評価

○ 医療データ分析の実施
→ 医療介護の将来需要推計、DPCデータや病床機能報告等を用いた病院ごとの診療
実績の見える化

○ 県立病院のあり方検討

○ 救急医療のあり方検討

○ 次期地域医療構想の策定（R8年度）を見据えたグランドデザイン（基本構想）の検討
→ （イメージ） ・ 病院の機能（役割）を急性期と地域包括（仮称）に大きく二分

・ 全県（広域）対応と地域完結を目指す分野・事業の整理
・ 分野・事業ごとの連携体制の強化
・ 外来、救急、在宅医療・介護/地域包括ケアシステムの充実

※令和6年度第1回県北地域医療構想調整会議 (R06.06.19) で提示
3



地域医療構想調整会議のテーマの例

令和7（２０２５）年度令和6（２０２４）年度
検討事項

第4回第3回第2回第1回第4回第3回第2回第1回

医療・介護
制度の動向

医療の展望
地域医療構
想WG

レクチャー

●●●●●推進区域

今後の対応
方針（案）

今後の対応
方針（案）

今後の対応
方針（案）

今後の対応
方針（案）

医療提供体
制の課題

医療提供体
制の課題

医療提供体
制の課題

（医療需要
の変化への
対応）

医療（病床）機能
の分化・連携※

＜構想区域＞

＜県＞

※救急医療のあり方検討会、在宅医療推進協議会の検討状況と合わせて協議を進める。

令和7（２０２５）年度令和6（２０２４）年度
検討事項

第3回第2回第1回第3回第2回第1回

地域における
医療提供体制の

課題と
今後の対応方針

（案）

地域における
医療提供体制の

課題と
今後の対応方針

（案）

●●病床数の差異

●●●
医療需要の変化
への対応

●●●
医療（病床）機能
の分化・連携

●●救急医療

●●
外来、在宅医療・
介護

※推進区域に指定された区域においては、区域対応方針の策定・推進に向けて協議を進める。（会議の開催回数が増える可能性あり）

※令和6年度第1回県北地域医療構想調整会議 (R06.06.19) で提示したものを改変
4



※厚生労働省HPより、赤色部分を追加
5



県北地域医療構想調整会議の運営で求められること

令和8(2026)年度令和7(2025)年度令和6(2024)年度

現行の地域医療構想の推進

・病床機能報告、地域医療介護総合確保基金などの活用による病床の機能分化・連携の促進
・地域で必要とされる医療提供・連携について（外来医療計画関係など）の協議

「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」

を見据えた準備

・医療・介護の課題に係る地域の現状の
分析・協議
・課題に関する対応方針案
（区域対応方針に相当する計画）の協議
・協議形態の検討
（より狭い区域、市町村の参加）

策定ガイドラインに基づく

「新たな地域医療構想」の策定

国 令和7年度中
「新たな地域医療構想策定ガイドライン」

6



資料２
令和６年度 第３回 県北地域医療構想調整会議

令和7（2025）年 2月26日（水）

救急医療について

令和７（2025）年 2月２6日

栃木県 医療政策課 ・ 県北健康福祉センター

1



救急医療提供体制における課題及び課題への対応のイメージ

２次救急

３次救急

１次
救急

軽症患者（独歩、救急車）
高齢者救急

重症・
中等症患
者

課題

集中

３次救急

２次救急
高齢者救急

１次
救急

重症・
中等症患者

応需

応需

課題への対応

診療
体制

診療
体制

診療
体制

応需

診療
体制

診療
体制

診療
体制

受入限界

受入限界

急性期を脱した
患者を受け入れる
医療機関

ベッドが空かない

ベッドが空かない

空きベッド確保

空きベッド確保

急性期を脱した
患者を受け入れる
医療機関

救急車や救急医療の
不適切な利用も一部見られる

軽症患者に対する救急医療体制を十分に
確保できていない（できなくなりつつある）

高齢者等の入院が長い患者で
ベッドが埋まり、新たな救急患者の
受入れに支障が生じている

救急車や救急医療の適正利用や
ACPの県民への更なる浸透 など

協力医師の確保
１次救急の機能強化 など

高齢者救急の受入体制の確保、地域全体で
救急患者を受け入れる体制の確保 など

急性期を脱した患者や
一旦受け入れた患者の
円滑な転退院先の確保 など

軽症患者（独歩、救急車）
高齢者救急

中等症患者、高齢者救急に対する救急医療体制を
十分に確保できていない（できなくなりつつある）

重症患者に対する救急医療体制を十分に
確保できていない（できなくなりつつある）

ICUの確保、医療従事者の確保
高度救命救急センターの指定など

実現可能性は別途検討

集中

※令和6年度第2回県北地域医療構想調整会議 (R06.11.27) で提示

1. 軽症患者に対する１次救急の確保
2. 中等症患者、高齢者に対する２次救急の確保
3. 円滑な転退院の体制の確保

救急医療提供体制のあり方に関する検討委員会 における「地域での検討事項」の例
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現状・課題構想区域

・１次救急を担う医師が高齢化・減少している、また、個々に担うエリアが広い
・隣接する宇都宮地域への救急搬送が多い（平均搬送時間の延長にも影響）
・迅速な対応が必要となる虚血性心疾患、脳卒中に対する２次救急提供体制が不十分
・南那須地区では、単独の病院で２次救急を担っており、キャパシティに限界がある、また、地域内で役割分担がしづらい
・県北圏域内では、エリアごとに救急受入をする医療機関がほぼ固定されているため、そこを中心とした役割分担と連携体制の充実が必要
・２次救急での急性期対応後（ポスト急性期）に速やかに転院できる医療機関が少ない
・高度救急医療の提供体制が乏しく、必要時には圏域外の遠隔地へ搬送されている（ドクターヘリなどは活用されている）
・高齢者救急に関して、入院前のADLや介護状況、退院後の生活や介護を考慮した救急医療の提供・連携が不十分

県北

【１次救急関係】
・協力医師の高齢化や小児科専門医の不足。薬剤師等も不足。
・小児救急に対応可能な医療機関がない。
・救急告示医療機関の減少により、２次救急輪番病院への負担が増えている。
・撮影など何かしてほしい患者のニーズと合わないため結局２次に流れている。
・有床診療所ではそもそも対応可能な人数が少なく、休日や夜間の対応が難しい。

【２次救急関係】
・救急患者のうち入院は３割未満、軽傷や受診不要の患者も多い。特に、夜間受診の必要のない患者が多い。
・２次救急輪番の当番病院に結局集中するため、風邪症状や切り傷のような患者も来てしまう。
・１次と２次のすみわけは大きな問題。
・２次医療機関においても、医師の高齢化により救急を担当できる医師が減少している。
・常勤医だけで救急や当直を確保することは困難。さらに大学等からの非常勤医師は働き方改革の影響で確保が難しくなってきている。
・２次は高齢者の中等症が圧迫している。
・高齢者救急については、高齢者施設等との情報共有があらかじめ必要。

県西

【１次救急】
県民ニーズへの対応（ニーズを満たせないため、２次・３次救急に患者が流れる）
・夜間休日診療所などの施設の充実、診療完結性の向上が必要
・２次救急に診療完結性を高めた１次救急施設を併設し、２次救急の医師が適宜サポートに入る体制も検討すべき

【２次救急】
ウォークイン患者が２次救急医療を圧迫
・１次救急の診療完結性を高めることが重要
特定の病院に救急車の受け入れが集中
・一旦患者を受けてもらい、その後、専門的な機能を持つ病院へ紹介するなど、病院間の役割分担・連携による負担軽減が必要
軽症患者が２次、３次救急に流れている
患者のニーズではなく、デマンドが高い
・医療機関の適切な利用に関して、患者に対する啓発が必要

宇都宮

救急医療に係る現状と課題
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現状・課題構想区域

・精神科救急が大きなウエイトを占めるのでは。宇都宮区域だけでは完結できず、医療圏をまたいでの対応が必要。
・１次、２次は医療圏の中で完結するが、３次は医療圏をまたぐ連携が必要。
・耳鼻科や眼科の救急が課題。
・深夜帯の１次救急は負担になってくる。
・病床が満床の場合、行政のベッドコントロールが必要。

県東

【緊急を要する対応】
働き方改革の進行に伴い、脳血管治療医の数が不足しているという問題がある。特に栃木県内ではこの問題が顕著である。
時間との勝負であるため、特に緊急治療のできる専門医をいかに確保するかが問題となっている。
tPA療法や心臓カテーテル治療も、予定治療は可能だが、緊急治療はマンパワー不足で難しく、大学病院の支援を受けることが多い。
大動脈解離の緊急手術は県外に依頼することも多い。
・緊急手術や血栓溶解など、時間が治療の結果に直接影響する医療は地域で完結することが重要。
・全国平均と比較して不足している分野に対する人材確保のための基金や経済的支援が必要。
・３次施設ではなく２次施設での振り分けやワンタッチの重要性も指摘されている。
・各２次医療圏での地域差も課題であり、隣接地域との協力が必要になる。
・大学病院としては緊急治療ができる医師の育成が重要である。
・以前は循環器科医を複数の病院に少人数ずつ派遣していたが、（今は）集約する方が効率的だと分かった。疾患ごとの医療提供体制は専門領域ごとに異
なり、大学病院を中心に医師を配置することが重要。働き方改革の中で無理なく24時間365日の体制を整える必要がある。
・手術室と心臓外科の人員を充足させて対応したいが、領域によっては十分ではない。
【高齢者への対応】
現在、病院の患者は70歳以上が主体であり、急性期医療も高齢者対応が中心となっている。
高齢者の救急患者が増えており、入院中にＡＤＬが低下して自宅に帰れないケースが多い。
患者本人の医療ニーズが分からないと過剰な対応が発生する。家族が救急車を呼んだ以上、医療機関は対応せざるを得ない。
・地域医療構想の最大の課題は高齢者医療である。
・医療提供者は、医療と介護の役割について議論すべき。今後は、医療機関が医療と介護の役割を整理し、各機関が担当する部分を明確にすることが重要。
・医療機関が役割を明確にし考えた上で調整していくのが、今後の地域医療構想ではないか。
・急変時の救急搬送についても住民への啓発や説明が必要であり、意思確認も重要である。
・現状のままで医療の提供体制を構築していこうとすると、際限がなくなる。
・介護と医療の連携が重要であり、患者の流れを効率的に進める必要がある。ＤＸツールは今後必須となる。
【１次～３次の役割分担と連携】
大学病院は３次救急が主だが、ケースバイケースで２次救急も受けている。
１次、２次、３次の区分けが必要な状況になっている。
１次、２次、３次の救急医療の流れが、従来の枠組みではうまくいかないことが分かってきている。
・重要なのは、１次～３次の役割分担と連携の方法であり、医療圏や自治体、圏域での役割を明確にする必要がある。
・従来の考え方では１次で対応し、足りなければ２次、さらに足りなければ３次に行くという流れだったが、今後は医療と介護の連携が必要。
・ＤＸツールを使って（３次救急の）後方支援を充実させていただけると助かる。
・１次と２次の境目が難しく、マンパワーに恵まれていないため、２次救急を担いながら、１～３次が一緒にやっていく方向を検討している。
・夜間休日診療所のコンビニ利用やモラルハザード、患者の過剰なニーズについては市民啓発が必要。

県南

救急医療に係る現状と課題
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現状・課題構想区域

【１次救急】
患者数の増加に対し担い手が不足
・対応する医師の高齢化や医師会会員の減少
・特に深夜帯は開業医のみで対応が不可能
・医師の派遣等協力医師の確保が必要
・業務効率化のため、２次救急施設に１次救急施設を併設し、２次救急の医師が適宜サポートに入る体制を検討

【２次救急】
患者数の増加に対し担い手が不足
・休日夜間の医師・看護師不足
・医師少数区域への医師の派遣や助成が必要
受け入れ体制のひっ迫
・救急搬送先が決まるまでに時間がかかる(救急搬送困難事案が多い)
・両毛圏域で救急患者を受け入れられない場合に、館林や太田に搬送せざるを得ない状況が散見される
・１次から２次への紹介が困難
・受け入れ体制がひっ迫し、特定の病院に集中
・佐野市内に回復期病床が無く、佐野市外への転院をせざるを得ない
・急性期病床の平均在院日数が伸びており、病床が詰まり救急車の受け入れが回らない
・市ごとに医師が協力し、１次、２次、３次の集約化が必要
・介護施設は数が多く機能が分化しているため、行政によるデータベース化を望む

【３次救急】
１次、２次、３次の棲み分けの明確化
・棲み分けが困難であり、患者が全て３次救急に来るためキャパシティが足りない。
・開業医師や医師会、圏域内の人口が減少しているため、広域化を考える時期に来ている。

【その他】
救急医療の不適切な利用
・施設については、連携機関を作り、どこまで延命治療をするか等、的確な医療をし、救急患者を減らすことが必要

両毛

救急医療に係る現状と課題
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例例

県北構想区域対応方針 や 次期地域医療構想 に 向けた

救急医療における、現状と課題の整理（案）

外来・在宅医療・介護連携に関すること主に入院医療に関すること

主
に
区
域
内
の
協
議

他
区
域
と
連
携
し
て
の
協
議

• 救急医療における各医療機関の役割の明確化
• 2次救急の機能強化
• 心血管イベント(虚血性心疾患、脳卒中)の受入、治療提供
体制の強化

• 急性期を脱した後（ポスト急性期）の下り転院先の確保
• 要介護高齢者の介護状況、退院後の生活や介護を考慮し
た救急・入院医療の提供と、転退院における連携

• 災害、新興感染症発生時の対応方針の確立

• 1次救急のあり方の検討
• 高齢者の救急医療のかかり方の議論
• 救急車の適正利用・救急電話相談の利用促進
• 2次・3次救急医療機関を中心とした、医療機関間での明
確な役割分担と連携

• 広範囲の通院困難者への医療・介護の提供・支援
• 在宅患者の急変時対応、看取りの体制の確保
• 災害、新興感染症発生時の対応方針の確立

• 希少疾患、高度医療等に関し、区域内で提供する医療と、
県内複数の区域/全域で提供する医療についての共通認
識

• 他区域への流出が多い医療（希少疾患、高度医療、精神
等）に対する医療提供、連携、搬送体制の構築

• 人材確保、育成、活用の検討と有効な手段の確立
• 災害、新興感染症発生時の対応方針の確立

• 人材確保、育成、活用の検討と有効な手段の確立

救急医療：
１次、2次、３次救急、急性期治療後の転院の受け入れ、在宅や施設など生活の場の関係機関・関係者が、救急医療
に関する各々の役割を十分認識し、地域内また一部の高次救急では地域外も含めた関係機関の効果的な連携によ
り、効率的な救急医療提供体制を維持することを目指す。
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資料３
令和６年度 第３回 県北地域医療構想調整会議

令和7（2025）年 2月26日（水）

高齢者の医療（在宅医療を含む）について

令和７（2025）年 2月２6日

栃木県 医療政策課 ・ 県北健康福祉センター
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在宅医療・介護の現状について ー 県北医療圏 ー

令和７（2025）年２月26日
栃木県保健福祉部医療政策課
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内容項目区分

P5将来人口推計｜高齢者世帯の構成人口・世帯

外部環境 P6~7要介護認定者数及び認定率｜要介護認定者の受給サービス要介護認定者

P8終末期における医療・ケアに関する意識調査｜死亡場所死亡場所

P9~26
在宅療養支援診療所・在宅療養支援歯科診療所・訪問看護ステーション
｜訪問診療｜歯科訪問診療｜訪問薬剤管理指導｜訪問看護
｜訪問リハビリ｜訪問介護

施設・患者
（利用者）

日常の
療養支援

P27~32往診｜在宅療養後方支援病院｜24時間体制を取っている訪問看護ステーション施設・患者急変時の対応

P33~34退院支援｜介護支援連携指導施設・患者入退院支援

P35~36看取り施設・患者看取り

P37在宅医療に関する現状・課題に対する主な回答地域医療構想
アンケート調査アンケート

資料の構成
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外部環境
• 居宅系介護サービスを利用する人が増えている
• 自宅や老人ホームで亡くなる人が増えている

• 2040年をピークに85歳以上の高齢者の人口が増加する見通し
• 高齢者単身、高齢者夫婦世帯が増加している
• 要介護認定者が増加している

日常の療養支援
• 訪問看護は那須烏山市が高齢者人口当たりの施設数・利用者数

ともに比較的高い
• 訪問リハビリは矢板市、那須塩原市の施設の実績が多い
• 訪問介護は矢板市が高齢者人口当たりの施設数・利用者数ともに高い
• 自市町の施設で自市町の住民に提供できているサービスに差が見られる

• 訪問診療は那須塩原市、さくら市、高根沢町の施設の実績が多い
• 訪問診療は同市町内の施設間で実施規模に差が見られる
• 歯科訪問診療は那須塩原市、高根沢町の施設の実績が多い
• 訪問薬剤管理指導は那須烏山市の薬局の実績が多い

急変時の対応
• 1施設当たりの往診を受けた患者数はさくら市の施設が多い
• 24時間体制を取っている訪問看護ステーションがない市町もある

• 市町間で割合の差はあるものの、いずれの市町の患者も自市町の
施設から往診を受けている

入退院支援
• 退院支援を受けた患者数は増加傾向• 退院時支援、介護支援連携指導は市に所在する施設が実施

看取り
• 自市町の施設から看取りを受けた患者割合は、県内では平均的に近い

市町が多いが、他市町の施設から看取りを受ける割合が多い市町もある
• 看取りを実施している高齢者人口当たりの施設数、１施設当たりの

患者数は高根沢町が比較的多い

アンケート
• 24時間対応の体制構築が困難という意見もある
• 医療的リハビリ機能訓練、嚥下訓練、栄養管理の適応など相談を受け

る機能を持った仕組みを構築すべきという意見もある

• 地域の範囲が広く、訪問診療の効率が悪いという意見もある
• 往診を実施する医療機関、在宅専門の医師などが不足しているとの

意見もある
• 末期がん、高齢に伴う在宅死を迎える連携が必要との意見もある

要約（県北医療圏）
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県北地域の高齢者人口の見通し 高齢者の世帯員の有する世帯の類型別割合（世帯数）

58,781 52,881 45,239 42,946 46,850 47,595 41,985 

34,223 43,024 48,851 44,149 38,453 37,177 40,957 

19,260 20,385 22,282 28,841 32,765 32,187 30,271 

14.6%

18.0%

21.2%
22.8% 23.5% 24.3%

26.6%

0%

10%

20%

30%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

後期高齢化率人口（人）

65～74歳 75~84歳 85歳以上
65歳未満 後期高齢化率

県北地域の高齢者人口（65歳以上）は2040年をピークに増加し、75歳以上の後期高齢化率も上昇する見通し
在宅医療・訪問介護の利用が多い85歳以上の人口は2040年にかけて増加する見通し
高齢者を世帯員とする世帯のうち、“高齢夫婦世帯”、“高齢者単身世帯”の割合は増加傾向

16% 19% 22%

16%
19%

22%

平成22年 平成27年 令和２年

高齢夫婦世帯 高齢者単身 その他

18% 21% 23%

18%
21% 24%

平成22年 平成27年 令和２年

県北 栃木県

出所：国勢調査（平成22年、平成27年、令和2年）より作成出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より作成

将来人口推計・高齢者世帯の構成

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境
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要介護認定者数及び認定率（県北）※第1号被保険者

県北地域の要介護認定者数は増加傾向にあり、“要支援１”、“要介護１”の認定者数が特に増加している
要介護認定率は15.7%（R6.3末）となっており、全国や栃木県全体と比較すると低く、ほぼ横ばいで推移している
介護サービス別の受給者数を見ると、居宅（介護予防）サービスの受給者数が伸びている

15,299
17,067

18,101

16.2%
15.6%

15.7%

10%

15%

20%

25%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H26.3 H31.3 R6.3

認
定
率
（
折
れ
線
）
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介
護
認
定
者
数
（
棒
グ
ラ
フ
）

要支援１ 要支援２
要介護１ 要介護２
要介護３ 要介護４
要介護５ 認定率（県北）
認定率（栃木県） 認定率（全国）

出所：厚生労働省「介護保険事業状況報告月報（暫定版）」より作成

介護サービス別の受給者数（県北）

9,254 9,606 10,461 

1,445 
2,825 

2,887 2,596 

2,690 
2,816 

0

6,000

12,000

18,000

H26.3 H31.3 R6.3
施設サービス
地域密着型（介護予防）サービス
居宅（介護予防）サービス

要介護認定者数及び認定率・サービスの受給状況

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境
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介護サービス別受給者数の割合の比較（R6.3サービス分）

県北地域における介護サービス別の受給者の割合を見ると、要介護度が高いほど“居宅サービス”の割合が全国・県と比較して少ない

76.3% 77.2% 77.6%

19.4% 19.0% 19.0%

4.4% 3.8% 3.4%

県北 栃木県 全国

72.4% 76.3% 75.0%

20.2% 17.1% 18.4%

7.4% 6.7% 6.5%

県北 栃木県 全国

51.2% 55.9% 58.3%

23.0% 18.4% 17.8%

25.9
%

25.7
%

23.9
%

県北 栃木県 全国

39.5% 44.6% 47.4%

20.2%
16.1% 14.3%

40.3
%

39.3
%

38.3
%

県北 栃木県 全国

31.9% 37.4%
44.6%

20.4%
16.2%

14.2%

47.7
%

46.5
%

41.1
%

県北 栃木県 全国

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

出所：厚生労働省「介護保険事業状況報告月報（暫定版）」より作成

要介護認定者数のサービスの受給状況

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境
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死亡場所終末期における医療・ケアに関する意識調査（全国）

自宅
14.7%

自宅
29.6%

自宅
32%

自宅
43.8%

医療機関
29.7%

医療機関
54.1%

医療機関
51.7%

医療機関
41.6%

介護施設
53.1%

認知症と診断され、状態は悪化し、自分の居
場所や家族の顔が分からない状態のとき

慢性の重い心臓病と診断され、状態は悪化
し、痛みはなく、呼吸が苦しいといったとき

末期がんと診断され、状態は悪化し、痛みはな
く、呼吸が苦しいといったとき

あなたが病気で治る見込みがなく、およそ1年以
内に徐々にあるいは急に死に至ると考えたとき

出典：厚生労働省「令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」

自宅
10.6%

自宅
18.1%

自宅
20%

自宅
27.3%

医療機関
36.8%

医療機関
65.7%

医療機関
65.4%

医療機関
54.8%

介護施設
50.1%

認知症と診断され、状態は悪化し、自分の居
場所や家族の顔が分からない状態のとき

慢性の重い心臓病と診断され、状態は悪化
し、痛みはなく、呼吸が苦しいといったとき

末期がんと診断され、状態は悪化し、痛みはな
く、呼吸が苦しいといったとき

あなたが病気で治る見込みがなく、およそ1年以
内に徐々にあるいは急に死に至ると考えたとき

人生の最終段階において最後を迎えたい場所

人生の最終段階において医療・ケアを受けたい場所
[ N=3,000人（一般国民）]

[ N=3,000人 （一般国民）]

最後を迎えたい場所、医療・ケアを受けたい場所として“自宅”、“医療機関”を希望する人が多い
死亡場所としては、“病院”が最も多いが、“自宅”、“老人ホーム”での死亡者の割合はここ10年で増加している

出所：厚生労働省「人口動態統計」より作成

73% 76% 69% 72%
64% 64%

6% 5% 9% 8%
11% 12%

13% 13% 15% 14% 18% 17%

栃木県 全国 栃木県 全国 栃木県 全国

その他
自宅
老人ホーム
介護医療院・介護老人保健施設
診療所
病院

平成25年 平成30年 令和5年

終末期における医療・ケアに関する意識調査・死亡場所

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境
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県北地域の高齢者人口10万人当たりの在宅療養支援診療所数、在宅療養歯科診療所数を見ると、圏域内において市町毎
の施設数に差が出ている
訪問看護ステーション数は市においては比較的施設数があるが、町においては差がある
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在宅療養支援診療所数 在宅療養支援歯科診療所数 訪問看護ステーション数

在宅療養支援診療所・在宅療養支援歯科診療所・訪問看護ステーション数（65歳以上人口10万人当たり）※R6.4.1時点

施設｜在宅療養支援診療所・在宅療養支援診療所・訪問看護ステーション

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

出所：医療計画作成支援データブック（令和５年度版）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成
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県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの在宅患者訪問診療（１）１（同一建物以外）を算定した施設数を見る
と、塩谷町が多い
1施設当たりの在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物以外）の患者数を見ると、高根沢町、さくら市にある施設の実績が
多い

出所：令和４年度KDBデータ（医科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

施設｜訪問診療①（在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外））

”在宅患者訪問診療料（同一建物居住者以外）”
を算定した施設数（高齢者人口10万人当たり）

１施設当たりの“在宅患者訪問診療料
（同一建物居住者以外）”を実施した患者数
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那珂川町
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益子町
市貝町
真岡市
下野市
塩谷町

施設所在地

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境
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県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの在宅患者訪問診療（１）１（同一建物）を算定した施設数を見ると、
那珂川町や那須烏山市が多い
1施設当たりの在宅患者訪問診療（１）１（同一建物）の患者数を見ると、那須塩原市にある施設の実績が多い

出所：令和４年度KDBデータ（医科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

施設｜訪問診療②（在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者））

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

”在宅患者訪問診療料（同一建物居住者）”
を算定した施設数（高齢者人口10万人当たり）

１施設当たりの“在宅患者訪問診療料
（同一建物居住者）”を実施した患者数
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高齢者人口10万人当たりの県北地域の各市町に住む訪問診療を受けた患者数は、大田原市、那須塩原市、那須烏山市が
県北医療圏内の市町の中では比較的多い
患者の住む市町の施設から訪問診療を受けた患者の割合は、那須塩原市が多い

患者｜訪問診療（在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外・同一建物居住者））

”訪問診療”を受けた65歳以上の患者数
（高齢者人口10万人当たり）
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足利市
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宇都宮市
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市町内・外の施設から”訪問診療”を受けた患者

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境
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出所：令和４年度KDBデータ（医科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成
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那須在宅医療圏の” 在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外）”を実施した施設と患者の分布

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

患者｜訪問診療（在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外））
那須在宅医療圏の施設から訪問診療を受けた患者は大田原市、那須塩原市の中心部や那須町に多い
那須在宅医療圏では、那須塩原市や大田原市に訪問診療の実績（患者数）が多い施設がある

出所：令和４年度KDBデータ（医科）より作成

●施設所在地
（●の大きさは患者数を示す）

※患者住所地と患者居住地が
合致しない場合がある。市外に住
所地登録をしているが、実際には
市内の施設等に居住している場
合、マップでは市外の住所地が塗
られていることに注意
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南那須在宅医療圏の” 在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外）”を実施した施設と患者の分布

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

患者｜訪問診療（在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外））
南那須在宅医療圏の施設から訪問診療を受けた患者は那須烏山市、那珂川町の中心部に多い
南那須在宅医療圏では、那須烏山市、那珂川町ともに１つの施設の患者数が多い

出所：令和４年度KDBデータ（医科）より作成

●施設所在地
（●の大きさは患者数を示す）

※患者住所地と患者居住地が
合致しない場合がある。市外に住
所地登録をしているが、実際には
市内の施設等に居住している場
合、マップでは市外の住所地が塗
られていることに注意
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塩谷在宅医療圏の” 在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外）”を実施した施設と患者の分布

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

患者｜訪問診療（在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外））
塩谷在宅医療圏の施設から訪問診療を受けた患者はさくら市、高根沢町の中心部をはじめ広く分布している
塩谷在宅医療圏では、さくら市と高根沢町に訪問診療の実績（患者数）が多い施設がある

出所：令和４年度KDBデータ（医科）より作成

●施設所在地
（●の大きさは患者数を示す）

※患者住所地と患者居住地が
合致しない場合がある。市外に住
所地登録をしているが、実際には
市内の施設等に居住している場
合、マップでは市外の住所地が塗
られていることに注意

15



県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの歯科訪問診療１を算定した施設数は、塩谷町、矢板市が多い
１施設当たりの患者数は、高根沢町、那須塩原市にある施設の実績が多い

施設｜歯科訪問診療①（歯科訪問診療料１）※同一建物に居住する患者数１人

”歯科訪問診療１”を算定した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“歯科訪問診療１”を実施した患者数

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

出所：令和4年度KDBデータ（歯科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

0
0
0

17
19

24
26
28

37
37
38
40

51
63
63

75
77
80
80

90
93

100
103

115
123

上三川町
芳賀町

那珂川町
さくら市

大田原市
野木町

高根沢町
益子町
真岡市

那須塩原市
茂木町
那須町
壬生町
日光市

那須烏山市
小山市
矢板市
足利市
栃木市

宇都宮市
塩谷町
佐野市
下野市
市貝町
鹿沼市

施設所在地

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
7

10
10

12
31

上三川町
芳賀町

那珂川町
さくら市
益子町
茂木町
市貝町
野木町
那須町
真岡市
下野市
塩谷町
矢板市
栃木市
日光市

那須烏山市
佐野市
壬生町
鹿沼市

大田原市
足利市

宇都宮市
小山市

那須塩原市
高根沢町

施設所在地
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県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの歯科訪問診療２を算定した施設数は、那須烏山市が比較的多い
１施設当たりの患者数は、高根沢町、那須塩原市にある施設の実績が多い

施設｜歯科訪問診療②（歯科訪問診療料２）※同一建物に居住する患者数２以上９人以下

”歯科訪問診療２”を算定した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“歯科訪問診療２”を実施した患者数

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

出所：令和４年度KDBデータ（歯科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

0
0
0
0
0
0
0

5
5

8
10
10

13
14

16
18
19
19
19

21
22
22

26
26

34

上三川町
益子町
市貝町
芳賀町
野木町
塩谷町

那珂川町
真岡市

大田原市
さくら市
矢板市
那須町

高根沢町
日光市
栃木市

那須塩原市
足利市
下野市
茂木町

那須烏山市
宇都宮市

佐野市
小山市
壬生町
鹿沼市

施設所在地

0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
4
5
6
7
9

15
17

21
23
24

28
31

56
61

92

上三川町
益子町
市貝町
芳賀町
野木町
塩谷町

那珂川町
茂木町
壬生町
下野市
さくら市
真岡市
那須町
矢板市

那須烏山市
栃木市
佐野市

大田原市
小山市
日光市
鹿沼市
足利市

宇都宮市
那須塩原市

高根沢町
施設所在地

17



歯科訪問診療３を算定した施設がある市町は限られているが、県北地域では那須塩原市に施設がある
１施設当たりの患者数は、県内で算定実績のある施設の中では、那須塩原市の施設の実績が比較的多い

施設｜歯科訪問診療③（歯科訪問診療料３）※同一建物に居住する患者数10人以上

”歯科訪問診療３”を算定した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“歯科訪問診療３”を実施した患者数

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4

5
6

7
9

佐野市
日光市
真岡市

大田原市
矢板市
さくら市

那須烏山市
下野市

上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町

高根沢町
那須町

那珂川町
足利市
栃木市
小山市

那須塩原市
鹿沼市

宇都宮市
施設所在地

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
29

36
37
39

61

佐野市
日光市
真岡市

大田原市
矢板市
さくら市

那須烏山市
下野市

上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町

高根沢町
那須町

那珂川町
鹿沼市

宇都宮市
足利市
小山市

那須塩原市
栃木市

施設所在地

出所：令和４年度KDBデータ（歯科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成
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高齢者人口10万人当たりの県北地域の各市町に住む訪問歯科診療を受けた患者数は、高根沢町、那須塩原市、
大田原市が多い
市町内の施設から訪問歯科診療を受けた患者の割合は、那須塩原市と高根沢町が高い

患者｜訪問歯科診療

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

”訪問歯科診療”を受けた65歳以上の患者数
（高齢者人口10万人当たり）

112
194
206

287
326
374
398
441
498
539

768
796
820

906
917
938
969
988
996
1,020
1,082

1,190
1,344

1,663
2,125

益子町
那珂川町

真岡市
市貝町
茂木町
塩谷町
さくら市
野木町
矢板市

那須烏山市
佐野市
日光市
那須町
小山市
芳賀町
壬生町

上三川町
栃木市

大田原市
那須塩原市

高根沢町
下野市
足利市
鹿沼市

宇都宮市
患者住所地

市町内・外の施設から”訪問歯科診療”を受けた患者

5.0%
11.0%
12.0%
12.0%
13.0%
18.0%
20.0%
22.0%

38.0%
40.0%

52.0%
63.0%

69.0%
70.0%
74.0%

85.0%
87.0%
88.0%

94.0%
94.0%
97.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

95.0%
89.0%
88.0%
88.0%
88.0%
82.0%
80.0%
78.0%

63.0%
60.0%

48.0%
37.0%

31.0%
30.0%
26.0%

15.0%
13.0%
12.0%

6.0%
6.0%
3.0%

さくら市
上三川町
那珂川町

芳賀町
野木町

大田原市
下野市
那須町
益子町
茂木町
市貝町
壬生町
塩谷町
真岡市
矢板市

那須烏山市
日光市
栃木市
佐野市

高根沢町
鹿沼市
足利市

宇都宮市
小山市

那須塩原市
患者住所地

市町内 市町外

出所：令和４年度KDBデータ（歯科）より作成
19



*
*
*
0
*
0
*
0
*
0
0

19
24
25
27
27

30
32

37
38

46
46

49
51

64

矢板市
上三川町

益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
野木町
塩谷町

高根沢町
那須町

那珂川町
大田原市

鹿沼市
さくら市
足利市

那須塩原市
佐野市

那須烏山市
真岡市

宇都宮市
栃木市
日光市
小山市
壬生町
下野市

施設所在地

県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの訪問薬剤管理指導を実施した薬局数は、県内では平均的
１施設当たりの患者数は、那須烏山市にある薬局の実績が比較的多い

施設｜訪問薬剤管理指導

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

出所：医療計画作成支援データブック（令和５年度版）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

*
*
*
0
*
0
*
0
*
0
0

7
13
13
14
16
18
19

25
41

44
49
52

89
94

矢板市
上三川町

益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
野木町
塩谷町

高根沢町
那須町

那珂川町
さくら市
真岡市
下野市

大田原市
日光市
足利市

那須塩原市
鹿沼市
小山市

那須烏山市
宇都宮市

佐野市
栃木市
壬生町

施設所在地

”訪問薬剤管理指導”を実施した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“訪問薬剤管理指導”を実施した患者数

※施設数が3未満の場合は最小集計単位の原則により＊で表示 ※施設数が3未満の場合は最小集計単位の原則により＊で表示

20



県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの訪問看護（介護分）を実施した施設数は、塩谷町、那須烏山市、
大田原市が多い
１施設当たりの利用者数は、高根沢町、那須町にある施設の実績が多い

施設｜訪問看護（介護分）

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

出所：令和４年度介護レセプトデータ、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

0
0
0
0
0

8
10
10

13
14
14
14

17
17
18
19

21
21

23
24
25
26

28
32

47

上三川町
茂木町
市貝町
芳賀町

那珂川町
さくら市
鹿沼市
那須町

高根沢町
小山市
真岡市
益子町
佐野市
壬生町
栃木市
矢板市
日光市

那須塩原市
宇都宮市

野木町
足利市
下野市

大田原市
那須烏山市

塩谷町
施設所在地

0
0
0
0
0

10
18

35
40

43
46
46
47

50
51
51
51
51
52
52
54

61
66

70
71

上三川町
茂木町
市貝町
芳賀町

那珂川町
塩谷町
日光市

大田原市
栃木市
足利市
小山市
野木町
矢板市
益子町
真岡市
さくら市

那須烏山市
壬生町
佐野市

那須塩原市
鹿沼市
那須町

高根沢町
宇都宮市

下野市
施設所在地

”訪問看護”を実施した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“訪問看護”を実施した利用者数

※介護レセプト分のみであり医科レセプト分は含まない ※介護レセプト分のみであり医科レセプト分は含まない
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高齢者人口10万人当たりの県北地域の各市町に住む訪問看護の利用者数は、那須烏山市が多い
市町内の施設から訪問看護を受けた利用者の割合は、矢板市、那須烏山市、大田原市、那須塩原市が比較的高い

利用者｜訪問看護（介護分）

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

”訪問看護”を受けた65歳以上の利用者数
（高齢者人口10万人当たり）

521
610
622
635
642
652
657

730
817
845
877
881
931
947
949

1,009
1,130
1,156

1,274
1,302
1,317
1,319

1,432
1,572
1,606

日光市
真岡市
鹿沼市
さくら市
矢板市
茂木町
小山市

那須塩原市
塩谷町

高根沢町
芳賀町
益子町
野木町
市貝町

大田原市
上三川町
那珂川町

栃木市
那須町
佐野市
足利市
下野市
壬生町

宇都宮市
那須烏山市

患者住所地

市町内・外の施設から”訪問看護”を受けた利用者

30.5%
40.0%

54.8%
55.7%
56.0%
58.1%

68.1%
70.4%

80.7%
81.0%
81.9%
82.3%
82.9%
83.9%
84.6%
86.1%

92.2%
93.9%
98.2%
99.6%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

69.5%
60.0%

45.2%
44.3%
44.0%
41.9%

31.9%
29.6%

19.3%
19.0%
18.1%
17.7%
17.1%
16.1%
15.4%
13.9%

7.8%
6.1%
1.8%
0.4%

上三川町
那珂川町

市貝町
芳賀町
茂木町
那須町
塩谷町
壬生町

高根沢町
さくら市
益子町

那須塩原市
大田原市

那須烏山市
真岡市
小山市
日光市
下野市
栃木市
矢板市
鹿沼市
佐野市
野木町

宇都宮市
足利市

患者住所地

市町内 市町外

出所：令和４年度介護レセプトデータより作成

※介護レセプト分のみであり医科レセプト分は含まない ※介護レセプト分のみであり医科レセプト分は含まない
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県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの訪問リハビリテーションを実施した施設数は、塩谷町、矢板市が比較的多い
１施設当たりの訪問リハビリテーションの患者数は、矢板市、那須塩原市にある施設の実績が比較的多い

施設｜訪問リハビリ

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

出所：令和４年度介護レセプトデータ、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

0
0
0
0
0
0
0
0

3
5

6
7

8
8

9
9

11
12

13
14
14

19
23

24
28

さくら市
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町

高根沢町
那須町

那珂川町
佐野市

大田原市
下野市
鹿沼市

宇都宮市
足利市
小山市
真岡市

那須烏山市
那須塩原市

上三川町
栃木市
日光市
矢板市
塩谷町
野木町
益子町

施設所在地

0
0
0
0
0
0
0
0
2

5
5
5
7
9

12
14
14
16
18
20
21
21

30
30

67

さくら市
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町

高根沢町
那須町

那珂川町
真岡市

那須烏山市
下野市
塩谷町
足利市
野木町
益子町
栃木市
佐野市
日光市

大田原市
小山市
鹿沼市

那須塩原市
宇都宮市

矢板市
上三川町

施設所在地

”訪問リハビリ”を実施した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“訪問リハビリ”を実施した患者数
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高齢者人口10万人当たりの県北地域の各市町に住む訪問リハビリを受けた患者数は、矢板市、塩谷町が多い
市町内の施設から訪問リハビリを受けた患者の割合は、矢板市、那須塩原市、那須烏山市が高い

患者｜訪問リハビリ

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

”訪問リハビリ”を受けた65歳以上の患者数
（高齢者人口10万人当たり）

13
39
48
59
59

74
77
80
82

111
140
140
148
150
154
155
167
172

186
199
202

225
253

304
421

高根沢町
佐野市

那珂川町
足利市
さくら市

那須烏山市
茂木町
芳賀町
真岡市
壬生町
鹿沼市
益子町
那須町

大田原市
下野市

那須塩原市
野木町
市貝町
栃木市

上三川町
小山市
日光市

宇都宮市
塩谷町
矢板市

患者住所地

市町内・外の施設から”訪問リハビリ”を受けた患者

16.7%
20.8%

38.5%
40.6%

71.4%
78.6%

89.5%
90.2%
92.2%
92.9%
94.6%
95.0%
96.4%
96.9%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

83.3%
79.2%

61.5%
59.4%

28.6%
21.4%

10.5%
9.8%
7.8%
7.1%
5.4%
5.0%
3.6%
3.1%
0.0%
0.0%
0.0%

さくら市
高根沢町

壬生町
那珂川町

那須町
市貝町
芳賀町
茂木町
真岡市
下野市
塩谷町

大田原市
那須烏山市

佐野市
小山市
鹿沼市

那須塩原市
野木町
栃木市

宇都宮市
足利市
日光市

上三川町
益子町
矢板市

患者住所地

市町内 市町外

出所：令和４年度介護レセプトデータより作成
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県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの訪問介護を実施した施設数は、矢板市、大田原市が多い
１施設当たりの利用者数は、那須烏山市、高根沢町、矢板市にある施設の実績が比較的多い

施設｜訪問介護

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

出所：令和４年度介護レセプトデータ、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

0
0

10
11

19
20

27
28

34
34
36

39
40
40
41
42
43

48
50

55
61

63
66
66
67

市貝町
塩谷町
那須町

那須烏山市
茂木町
芳賀町

上三川町
益子町
さくら市
壬生町
野木町
下野市

高根沢町
栃木市
鹿沼市
日光市

那須塩原市
那珂川町

真岡市
佐野市

大田原市
足利市
小山市

宇都宮市
矢板市

施設所在地

0
0

9
17
18

21
23

25
26
27
27
28
30

32
35
36
37
38
38
39
40

42
44

47
69

市貝町
塩谷町

那珂川町
芳賀町
那須町
茂木町

那須塩原市
大田原市
上三川町

さくら市
野木町
壬生町
日光市
真岡市
佐野市
小山市
足利市
益子町
下野市

宇都宮市
鹿沼市
矢板市

高根沢町
栃木市

那須烏山市
施設所在地

”訪問介護”を実施した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“訪問介護”を実施した利用者数
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高齢者人口10万人当たりの県北地域の各市町に住む訪問介護の利用者数は、矢板市、さくら市、高根沢町、大田原市
が圏域内の市町では比較的多い
市町内の施設から訪問介護を受けた患者の割合は、矢板市、大田原市、那須塩原市が高い

利用者｜訪問介護

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

”訪問介護”を受けた65歳以上の利用者数
（高齢者人口10万人当たり） 市町内・外の施設から”訪問介護”を受けた利用者

22.1%
23.4%
25.5%

35.8%
37.8%
40.0%

46.4%
48.6%

60.7%
67.5%
70.4%
72.0%

82.1%
86.1%
89.3%
89.8%
91.9%
93.4%
94.4%
96.1%
96.3%
96.9%
98.7%

100.0%
100.0%

77.9%
76.6%
74.5%

64.2%
62.2%
60.0%

53.6%
51.4%

39.3%
32.5%
29.6%
28.0%

17.9%
13.9%
10.7%
10.2%
8.1%
6.6%
5.6%
3.9%
3.7%
3.1%
1.3%

塩谷町
市貝町

上三川町
茂木町
芳賀町
壬生町

那珂川町
那須町
野木町
さくら市
下野市

高根沢町
那須烏山市

益子町
日光市
栃木市

那須塩原市
大田原市

佐野市
鹿沼市
矢板市
小山市

宇都宮市
真岡市
足利市

患者住所地

市町内 市町外

出所：令和４年度介護レセプトデータより作成

444
727

901
907
976
1,035
1,049
1,051
1,097

1,343
1,381

1,475
1,500
1,504
1,506
1,531
1,566
1,570

1,670
1,868
1,890

1,978
1,985

2,270
2,444

那須町
那珂川町

茂木町
那須塩原市

市貝町
那須烏山市

益子町
塩谷町
芳賀町
真岡市
壬生町

大田原市
上三川町
高根沢町

鹿沼市
日光市
さくら市
下野市
野木町
矢板市
佐野市
栃木市
小山市
足利市

宇都宮市
患者住所地
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県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの往診を実施した施設数は、県内では那須烏山市、塩谷町が比較的多い
１施設当たりの往診を実施した患者数は、さくら市の施設の実績が多い

施設｜往診

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

”往診”を実施している施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“往診”を実施した患者数

出所：令和４年度KDBデータ（医科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成
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24
25

38
38
40
42

49
57
61
65
66
66
68
69

78
80
82
86
89
90
93
95
97

128

芳賀町
野木町
さくら市
矢板市
茂木町
那須町
日光市

那須塩原市
市貝町
小山市

那珂川町
大田原市
高根沢町

鹿沼市
宇都宮市

佐野市
上三川町

真岡市
栃木市
足利市
下野市
塩谷町

那須烏山市
益子町
壬生町

施設所在地

5
6

9
9
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11
12
13
14
15
15
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18
18
19
20
20
20

22
24

28
30

37
40

44

茂木町
矢板市
芳賀町
塩谷町
日光市
真岡市

那珂川町
大田原市

市貝町
高根沢町

栃木市
上三川町

下野市
壬生町

那須塩原市
足利市
那須町
鹿沼市
佐野市

那須烏山市
野木町

宇都宮市
小山市
さくら市
益子町

施設所在地
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高齢者人口10万人当たりの県北地域に各市町に住む往診を受けた患者数は、那須烏山市が多い
市町内の施設から往診を受けた患者の割合は、那須烏山市、那須塩原市、さくら市が比較的高い

”往診”を受けた65歳以上の患者数
（高齢者人口10万人当たり）

患者｜往診

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

市町内・外の施設から”往診”を受けた患者

出所：令和４年度KDBデータ（医科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成

6.1%
9.7%

31.2%
43.6%
44.6%

51.1%
52.0%
55.1%
60.3%
62.5%
62.6%
64.6%
66.2%
69.4%

75.1%
75.8%
76.8%
78.5%
79.2%
82.6%
83.8%

91.0%
93.1%
93.9%
94.7%

93.9%
90.3%

68.8%
56.4%
55.4%

48.9%
48.0%
44.9%
39.7%
37.5%
37.4%
35.4%
33.8%
30.6%

24.9%
24.2%
23.2%
21.5%
20.8%
17.4%
16.2%

9.0%
6.9%
6.1%
5.3%

芳賀町
茂木町
市貝町
矢板市

高根沢町
下野市

上三川町
那須町
塩谷町
日光市
真岡市

那珂川町
大田原市

野木町
栃木市
壬生町
益子町
さくら市

那須塩原市
佐野市
鹿沼市

那須烏山市
小山市
足利市

宇都宮市
患者住所地

市町内 市町外374
703
739
760

859
944

1,050
1,142

1,251
1,316
1,355
1,409
1,452
1,493
1,505
1,551

1,632
1,748
1,804
1,830

1,900
1,923
1,974

2,211
2,334

矢板市
那須塩原市

高根沢町
日光市
野木町

大田原市
那珂川町

さくら市
真岡市
芳賀町
塩谷町
下野市
那須町
鹿沼市
栃木市
壬生町

上三川町
益子町
佐野市
小山市
足利市

宇都宮市
茂木町
市貝町

那須烏山市
患者住所地
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那須在宅医療圏の”往診”を実施する施設と当該施設の患者の分布

患者｜往診

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

那須在宅医療圏の施設から往診を受けた患者は、那須町に比較的多い
那須在宅医療圏では、大田原市、那須塩原市では複数の施設が同規模の往診を実施し、那須町では１つの施設を中心に
往診を実施している

出所：令和４年度KDBデータ（医科）より作成

●施設所在地
（●の大きさは患者数を示す）

※患者住所地と患者居住地が
合致しない場合がある。市外に住
所地登録をしているが、実際には
市内の施設等に居住している場
合、マップでは市外の住所地が塗
られていることに注意
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南那須在宅医療圏の”往診”を実施する施設と当該施設の患者の分布

患者｜往診

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

南那須在宅医療圏の施設から往診を受けた患者は、那須烏山市、那珂川町ともに中心部をはじめ広く分布
南那須在宅医療圏では、那須烏山市では３つの施設を中心に、那珂川町では１つの施設を中心に往診を実施している

出所：令和４年度KDBデータ（医科）より作成

●施設所在地
（●の大きさは患者数を示す）

※患者住所地と患者居住地が
合致しない場合がある。市外に住
所地登録をしているが、実際には
市内の施設等に居住している場
合、マップでは市外の住所地が塗
られていることに注意
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塩谷在宅医療圏の”往診”を実施する施設と当該施設の患者の分布

患者｜往診

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

塩谷在宅医療圏の施設から往診を受けた患者は、さくら市の中心部や塩谷町西部に住む患者が比較的多い
塩谷在宅医療圏では、さくら市、高根沢町にある施設の往診の実績が多い

出所：令和４年度KDBデータ（医科）より作成

●施設所在地
（●の大きさは患者数を示す）

※患者住所地と患者居住地が
合致しない場合がある。市外に住
所地登録をしているが、実際には
市内の施設等に居住している場
合、マップでは市外の住所地が塗
られていることに注意
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県北地域に在宅療養後方支援病院はない
24時間体制と取っている訪問看護ステーションは、県北地域では、那珂川町、塩谷町を除く市町に設置されている

施設｜在宅療養後方支援病院・24時間体制を取っている訪問看護ステーション

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

在宅療養後方支援病院 24時間体制を取っている訪問看護ステーション数

0
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0
0
0
0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4

6
8
8

10
13
13

41

上三川町
茂木町
市貝町
芳賀町
塩谷町

那珂川町
益子町
那須町
さくら市
壬生町
野木町
矢板市

那須烏山市
高根沢町

鹿沼市
日光市
真岡市
下野市

那須塩原市
小山市

大田原市
佐野市
足利市
栃木市

宇都宮市

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1

2
3

足利市
鹿沼市
日光市
真岡市

大田原市
矢板市

那須塩原市
さくら市

那須烏山市
下野市

上三川町
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町

高根沢町
那須町

那珂川町
佐野市
小山市
栃木市

宇都宮市

出典：医療計画作成支援データブック（令和５年度版）
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”退院時支援“を実施した施設数（R4） ”退院支援”を受けた患者数（県全体）

施設・患者｜退院支援

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

退院時支援は、県北地域の市部に所在する施設で実施している
退院支援を受けた患者数は、県全体において、ここ数年で増加している

出典：医療計画作成支援データブック（令和５年度版）
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0
*
*
*
*
*
*
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*
*
*

3
3

4
6
6

14

益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
野木町
塩谷町

高根沢町
那須町

那珂川町
佐野市
鹿沼市
小山市
真岡市
矢板市

那須塩原市
さくら市

那須烏山市
上三川町

壬生町
栃木市

大田原市
下野市
足利市
日光市

宇都宮市

※退院時支援を実施している診療所・病院数

3,189 

3,624 
3,932 

4,636 

5,198 

H30 R1 R2 R3 R4

※退院調整加算（退院時１回）の算定件数

※施設数が3未満の場合は最小集計単位の原則により＊で表示
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”介護支援連携指導“を実施した病院・診療所数（R4） ”介護支援連携指導”を受けた患者数（県全体）

施設・患者｜介護支援連携指導

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

介護支援連携指導は、県北地域の市部に所在する施設で実施している
介護支援連携指導を受けた患者数は、近年ではR3年度まで低下していたが、R4年度は前年から増加している

出典：医療計画作成支援データブック（令和５年度版）
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3
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4
4
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6
7

13

小山市
さくら市

那須烏山市
上三川町

益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
壬生町
野木町
塩谷町

高根沢町
那須町

那珂川町
佐野市
鹿沼市
矢板市

那須塩原市
足利市
真岡市

大田原市
下野市
栃木市
日光市

宇都宮市
609 598 

344 
324 339 

H30 R1 R2 R3 R4

※介護支援連携指導料の算定件数

※施設数が3未満の場合は最小集計単位の原則により＊で表示
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アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

県北地域の各市町の高齢者人口10万人当たりの看取りを実施した施設数は、県北地域内では、高根沢町、大田原市、
塩谷町、那須烏山市が比較的多い
１施設当たりの看取りを実施した患者数は、高根沢町にある施設の実績が多い

施設｜看取り

”看取り”を実施した施設数
（高齢者人口10万人当たり） １施設当たりの“看取り”を実施した患者数
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15
16
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20
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23
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26
26
27

30
34

42
43

45
57

茂木町
鹿沼市
日光市
矢板市
那須町
野木町

上三川町
小山市

那須塩原市
那珂川町

さくら市
宇都宮市

芳賀町
那須烏山市

塩谷町
大田原市

栃木市
高根沢町

真岡市
佐野市
足利市
益子町
壬生町
下野市
市貝町

施設所在地

0
1
1
1
1
2

5
5
7
7
9
10
10
10
11
11
11
12
14

21
22

27
28

31
66

茂木町
市貝町
芳賀町
塩谷町
那須町
矢板市
壬生町

那須烏山市
大田原市

真岡市
那須塩原市

日光市
野木町
下野市

那珂川町
足利市
栃木市
佐野市
さくら市

宇都宮市
益子町

上三川町
高根沢町

小山市
鹿沼市

施設所在地

出所：令和４年度KDBデータ（医科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成
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アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境

高齢者人口10万人当たりの看取りを受けた患者数は、那須町をはじめ、県北地域の市町は県内で比較的多い
市町内の施設から看取りを受けた患者の割合は、県北地域内では、那珂川町、さくら市が多い

患者｜看取り

”看取り”を受けた65歳以上の患者数
（高齢者人口10万人当たり） 市町内・外の施設から”看取り”を受けた患者

4.5%
9.1%

16.7%
29.2%

41.7%
50.0%
52.6%

60.5%
62.9%
65.5%
66.7%
68.8%
71.4%

76.9%
83.3%
86.7%
87.5%
90.5%
91.1%
92.6%
95.6%
96.6%

100.0%
100.0%
100.0%

95.5%
90.9%

83.3%
70.8%

58.3%
50.0%
47.4%

39.5%
37.1%
34.5%
33.3%
31.3%
28.6%

23.1%
16.7%
13.3%
12.5%

9.5%
8.9%
7.4%
4.4%
3.4%

塩谷町
茂木町
矢板市
芳賀町
那須町
市貝町

上三川町
下野市
日光市

那須烏山市
壬生町

大田原市
真岡市

那須塩原市
高根沢町

さくら市
那珂川町

野木町
鹿沼市
益子町
栃木市
足利市

宇都宮市
小山市
佐野市

患者住所地

市町内 市町外77
109

134
137
140
143

164
201
210
211
224

252
256

293
296

319
324
324

345
383
386
394
404

427
439

鹿沼市
茂木町
野木町
小山市
市貝町
益子町
佐野市
足利市
矢板市
芳賀町

那須烏山市
上三川町

壬生町
塩谷町
真岡市
栃木市
日光市

高根沢町
那珂川町

那須塩原市
大田原市

さくら市
宇都宮市

下野市
那須町

患者住所地

出所：令和４年度KDBデータ（医科）、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（R6.1.1）」より作成
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主な回答（要旨）項目圏域

在宅専門の医師が少ない
往診を実施してくれる医療機関が少ない
かかりつけ医による在宅医療（在宅および
高齢者施設）の提供体制は不十分

地域の診療所閉鎖による身近な地域での
医療アクセスが困難になりつつある
在宅医療（訪問診療）専門の診療所が
あるが、広い面積を占める圏域のために移動
にかかる手間があり非効率

医療介護資源

県北
ADLの改善の可能性について医療的リハビ
リ機能訓練、嚥下訓練、栄養管理の適応
など相談を受ける機能を持った仕組みや、認
定施設などがあると良い

末期がんだけでなく、高齢に伴う在宅死を
迎えるための連携が必要
休日・夜間を含め24時間対応の体制構築
が困難（対応できる医療機関が限られる）

体制

在宅支援病院が少ない
在宅療養支援診療所の登録は多いが、実
際に訪問診療・往診を実施している診療所
は一部
訪問看護ステーション運営への支援

在宅専門医師、医療機関の不足
在宅療養診療所の偏在
ケアマネジャーや訪問介護事業所の不足
在宅医療に係る医療・介護従事者の
”質の向上”が必要

医療介護資源

他圏域
在宅医療・介護連携についての認知・理解
がまだ足りない（市民・医療従事者）
在宅協力医の活用が進んでいない
精神科にかかった後の認知症患者
に対する介護体制
地域薬剤師の介入による服薬管理

独居高齢者の看取りが困難
高齢者の在宅死を迎えるための
関係機関の連携
医療的ケアの供給が不足
病院と在宅医・介護職間の情報共有

体制

地域医療構想アンケート調査｜在宅医療に関する現状・課題に対する主な回答

アンケート看取り入退院支援急変時の対応日常の療養支援外部環境
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意見交換（御意見をいただきたいこと）

県北医療圏における在宅医療や介護に係る課題、今後取り組んでいくべきこと等について、

御意見をいただきたい。

（例）

・ 在宅医療、介護サービスの提供、連携の現状、充足状況

・ 医療機関同士の連携（病院と診療所、診療所と診療所等）

・ 多職種間（医療、介護、行政等）の連携・協働

・ 入退院時の連携

・ 患者急変時における後方支援体制の構築

・ 在宅医療の質の向上

・ 医療的ケア児への対応

・ 救急医療機関や消防機関との情報共有・連携

・ 市町の地域包括ケアシステム構築の取組との連動・整合

・ 情報共有方法や連携のためのツールの活用

・ ICTの活用

・ 住民への在宅医療の普及啓発

・ 人生会議（ACP）の普及啓発
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例例

県北構想区域対応方針 や 次期地域医療構想 に 向けた

高齢者の医療（在宅医療を含む）における、現状と課題の整理（案）

外来・在宅医療・介護連携に関すること主に入院医療に関すること

主
に
区
域
内
の
協
議

他
区
域
と
連
携
し
て
の
協
議

• 救急医療における各医療機関の役割の明確化と機能強化
• 急性期を脱した後（ポスト急性期）の下り転院先の確保
• 地域内で完結させる医療の共通認識と機能の確保
• 回復期、回復期リハ機能の適正な利用の促進
• 要介護高齢者の介護状況、退院後の生活や介護を考慮し
た救急・入院医療の提供と、転退院における連携

• 災害、新興感染症発生時の対応方針の確立

• 高齢者の救急医療のかかり方の議論
• 救急車の適正利用・救急電話相談利用の推進
• 地域内で完結させる医療・介護の共通認識と機能の確保
• かかりつけ医機能の維持・網羅
• 通院困難者への医療の提供
• 広大な区域における在宅医療提供体制の確保
• 地域包括ケアシステムの確保と維持
• 医療と介護の複合ニーズに対応できるワンストップ的な相
談機能（かかりつけ医機能等）の充実

• 在宅患者の急変時対応、看取りの体制の確保
• 市町の在宅医療・介護連携推進事業との整合性の確保
• 介護提供施設の確保、質向上
• 医療・介護に関する住民の理解促進や参画

• 急性期から回復期へ（包括期）の円滑な連携
• 患者の流出入(特に流出)があることを踏まえた、隣接医
療圏との連携

• 災害、新興感染症発生時の対応方針の確立

• 圏域をまたぐ医療・介護連携

高齢者の医療（在宅医療を含む）：
地域の医療需要として多くを占め、個々例の療養における課題や目標もさまざまであり、医療・介護の多くの関係
機関が、幅広い場面（かかりつけ、入院・入所、救急対応、在宅医療、介護、終末期対応、感染症パンデミック等）で連
携する必要がある。

39



外来医療機能の明確化・連携について
栃木県 保健福祉部 医療政策課

１ 令和６年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

資料４
令和６年度 第３回 県北地域医療構想調整会議

令和7（2025）年 2月26日（水）
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外来医療機能の明確化・連携について
栃木県 保健福祉部 医療政策課

１ 令和６年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議

2



3



• 紹介受診重点外来の初診に占め
る割合が40％以上又は再診に占
める割合が25％以上の場合は太
字斜体

(重点外来に係る基準を満たす場
合はいずれも太字斜体)

• 紹介率50％以上又は逆紹介率
40％以上の場合は太字斜体
(紹介率・ 逆紹介率に係る水準を
満たす場合はいずれも太字斜体)
※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関
（R6.4公表）

：今回新たに「意向あり」と
回答があった医療機関

：報告未完了の医療機関

4



5

※ R6.3.31病院廃止→R6.4.1有床診療所開設。全ての報告値を０とするよう事務局から指示あり

紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答



6

紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R6.4公表）



紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：報告未完了 7



8

紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R6.4公表）



9

紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R6.4公表）



1010

紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答



11

紹介受診重点外来の初診に占める割合が40％以上又は再診に占める割合が25％以上の場合は太字斜体（重点外来に係る基準を満たす場合はいずれも太字斜体)
紹介率50 ％以上又は逆紹介率40 ％以上の場合は太字斜体（紹介率・ 逆紹介率に係る水準を満たす場合はいずれも太字斜体） ※有床・無床診療所は任意回答

：紹介受診重点医療機関（R6.4公表） 11



外来医療機能の明確化・連携について
栃木県 保健福祉部 医療政策課

１ 令和６年度外来機能報告 集計結果の概要

２ 紹介受診重点医療機関に係る協議
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13

○ 紹介受診重点医療機関として広告可能
○ 地域の診療所等から紹介された患者について診療情報を提供した場合、

連携強化診療情報提供料を算定可能
（これまでは、かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関からの紹介に限定）

特定機能病院
地域医療支援病院

200床未満の医療機関

紹介受診重点医療機関について
○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図る
○ 医療資源を重点的に活用する外来※を地域で基幹的に担う医療機関

※ ① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来

制度概要

○ 上記に加え、紹介受診重点医療機関入院診療加算 800点（入院初日）を
算定可能

○ 紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収
【初診】医科：7,000円以上 歯科：5,000円以上
【再診】医科：3,000円以上 歯科：1,900円以上
※ 新たに紹介受診重点医療機関となってから６か月の経過措置あり

(公表があった日から起算して6ヶ月以内での定額負担は、医療機関の判断により徴収しないことも可能)

上記以外の病院



那須赤十字病院、済生会宇都宮病院、栃木県立がんセンター、
芳賀赤十字病院、足利赤十字病院

厚生労働省資料を
加工し追記

14

【地域医療支援病院○ 基準×・水準○】
獨協医科大学日光医療センター【水準◯】NHO栃木医療センター、NHO宇都宮病院、TMCしもつが、

新小山市民病院、自治医科大学附属病院、
獨協医科大学病院、佐野厚生総合病院、佐野医師会病院

【水準×】国際医療福祉大学病院



公表(県HP)
４月１日に医療機関リストを公表

※ 医療機関においては、公表日から紹介受診重点医療機関に係る診療報酬を加算可能

結果通知

「地域の協議の場」における協議と公表の流れ

地域医療構想
調整会議

における協議

知事から紹介受診重点医療機関宛て通知を発出（今回協議が整った全ての医療機関）
※ 医療機関においては、患者に対して事前に周知

紹介受診重点医療機関制度の概要、外来機能報告の結果等についての説明
医療機関に係る説明（各５分程度）
(１) すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準又は水準※を満たす場合

※ 基準：紹介受診重点外来が初診の40％以上かつ再診の25％以上
水準：紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上

➡ 紹介受診重点医療機関となる意向、基準／水準の充足状況について

(２) すでに紹介受診重点医療機関となっており、基準及び水準を満たさない場合
➡ 紹介受診重点医療機関となる意向、基準を満たす蓋然性・スケジュール、

地域における役割等について

(３) 今回新たに「意向あり」と回答した場合
➡ 紹介受診重点医療機関となる意向、基準を満たす蓋然性・スケジュール、

地域における役割等について
決議（議長により決を採る）

事
務
局
か
ら
説
明

医
療
機
関
か
ら
説
明

１
２

３
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かかりつけ医機能報告制度について

厚生労働省から提示された資料
• 制度の概要
• 今後のスケジュール

資料5
令和６年度 第３回 県北地域医療構想調整会議

令和7（2025）年 2月26日（水）
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令和７年１月31日
かかりつけ医機能報告制度に係る
自治体向け説明会（第２回）資料（加工）
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２月下旬に医療政策課から、地域医療

構想調整会議・病院及び有床診療所会議

の構成員、無床診療所、市町村担当課等

に開催案内を発送する予定です。

※ホームページにも掲載します。

ぜひ御参加ください。

参考
資料２

令和６年度 第３回 県北地域医療構想調整会議

令和7（2025）年 2月26日（水）


